
問合せ先：門川町商工会事務局 ☏63-1514／門川町まちづくり推進課 ☏63-1140

令和２年度
緊急経済対策

販売金額 １セット ５，０００円（５００円券×１３枚）

販 売 日 令和２年１０月１８日（日） ※22,000セット完売次第終了

販売場所
(３ヵ所)

・クリエイティブセンター門川

・門川海浜総合公園 管理棟

・門川町役場本館1階ロビー

販売時間 午前９時から午後５時まで （10月18日以降は午前9時から午後4時まで）

10月18日に完売しなかった場合のみ、翌日（10月19日）

から10月30日まで、平日のみ門川町観光協会（門川駅内）で

販売します。

使用期限 令和２年１２月３１日（木）まで

注 意 １．振興券は次のような場合にはご利用になれません。

①振興券を単に現金化すること及びこれに類する行為

②換金性の高いものの購入

例）商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカードなど

③たばこの購入

７月２７日～８月９日に購入した方も、

今回購入することができます。

２．取扱店は商品券に対して、つり銭は支払いません。

３．実施団体は振興券の盗難、紛失等に対し一切の責任を負いません。

４．町内居住者を対象に販売いたします。

５．代理購入はできません。（別世帯分の購入を代理で購入することはできません。）

６．使用期限（１２月３１日）を過ぎた振興券は使用できません。


